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受付開始予定

浄化槽設置
整備事業補助金
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公営施設課

・転入届は、実際に住み始めた日（異動日）から14日以内です。
・町外へ引越しする場合の転出届は、引越しする予定日の14日前から
　届出できます。
・町内で引越しした場合の転居届は、新住所に引越しした日から14日
　以内です。

住民異動届は、みなさまからの届出によって作成されますので異動が
あった時には必ず届出をしてください。
なお、窓口では、なりすまし防止を図るため、「運転免許証」等により、
届出される方の本人確認をさせていただいております。
届出のときに本人確認書類の提示をお願いいたします。

転出及び転入届について転出及び転入届について転出及び転入届について転出及び転入届について

出生・死亡届出、世帯変更について出生・死亡届出、世帯変更について出生・死亡届出、世帯変更について出生・死亡届出、世帯変更について

・出生届は、生まれてから14日以内です。
・死亡届は、亡くなったことを確認した日から７日以内です。
・世帯に変更があった場合の世帯変更届は、世帯に変更があった日か
　ら14日以内です。

ご不明の点がございましたら
下記までお問合せください。

　　　役場税務住民課
　　　　戸籍年金グループ  

　☎82-0111

お知らせ

住民票等にかかる
届出期間のご案内
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申込み受付期間予定

平成28年度分の事業を下記のとおり予定しております。
平成28年度中に設置を希望される方は下記をご理解のうえ、お申し
込みください。

・受付期間内に申込書を役場公営施設課まで提出してください。
　申込書は公営施設課に設置しています。

・３月下旬から４月下旬まで(約１ヵ月間)

申込方法

●５人槽　　／   ８００，０００円（補助金限度額）
●７人槽以上／１，０００，０００円（補助金限度額）
※し尿処理と雑排水を併せて処理する浄化槽(合併浄化槽)で、
　町の補助規定に適合する施設が補助対象。

補助区分および補助金額

【注意事項】
①予定以上の申込みがある場
　合は、新築を優先として既
　存住宅の改造は抽選と致し
　ます。
②申込みや町からの補助決定
　通知などの所定の手続きや
　許可なく設置された方には
　補助する事ができませんの
　でご注意ください。

※詳しくは３月18日の回覧をご覧ください。

年度末にかけ、窓口の混
雑が予想されますので、
時間に余裕をもってお越
しください

問合せ：
　役場公営施設課
　　　　☎82-0111

浄化槽設置者には、定期的な保守管理と清掃および法定検査
が法律で義務付けられていますので、必ず実施してください
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還付金詐欺にご注意ください！！還付金詐欺にご注意ください！！
～　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療からのお知らせ　～

　役場の職員を名乗って電話をかけ、医療費や保険料の「払い戻しをする」と言って、近所の銀行など
の ATM（現金自動預払機）で操作をさせて、お金をだまし取ろうとする事件が道内で発生しています。
（今金町でも被害はありませんでしたが電話がありました）

もし「払い戻しをするお金がある」という電話が来たら、いったん電話を切って、
としべつ又は警察までご連絡ください。

※電話の相手が教えてくれた電話番号は、別のところに繋がる可能性があります
ので、絶対にかけないでください。また、個人情報を教えないようお願いします。

問合せ

としべつ内保健福祉課　☎ 82-2780
今金交番　　　　　　　☎ 82-0435

【北海道小児緊急電話相談】についてのお知らせ
■相談対象
　北海道内に在住又は滞在している
  子どもの保護者等
■受付時間
　毎日：19時から翌朝８時まで
  （平成27年12月25日から）
■受付電話番号
　011-232-1599（いーこきゅうきゅう）
■短縮ダイヤル
　#8000（※ IP 電話、ひかり電話及び PHS からは 
　つながりません。）
■相談体制
　小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じ
　ます。

①19時から23時までは、道内の小児科医・看護師
が対応

②23時から翌朝８時までは、道外の小児科医・看
護師が対応

■ご利用にあたっての注意
　電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・ア
　ドバイスであり、電話による診断・治療はできま
　せんので、あらかじめご了承ください。
■問合せ先
　北海道保健福祉部地域医療推進局
  地域医療課ホームページ
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/　　　
　kyukyu/denwasoudan.htm

相談時間が早朝まで延長されました！

役場が ATM での操作をお願いすることは、絶対にありません！

事業主の皆さま・働くすべての皆さまへ

ご存じですか？「無期転換ルール」
無期転換ルールとは

　有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間
の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。

【平成 25 年４月開始で契約期間が１年の場合の例】

H25. ４ H26. ４ H27. ４ H28. ４ H29. ４ H30. ４ H31. ４

５年

締
結

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

申
込

転
換

※無期労働契約の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の 
　定めをすることにより、変更可能です。

～お知らせ～

　制度の詳細は北海道労働局労働基準部監督課　
（代）011-709-2311 までお問い合わせください

１年１年１年 １年 １年 １年 無期労働契約
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